
阿賀野市告示第１４号 

 阿賀野市固定資産税過誤納金補てん金支払要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

  令和７年１月１４日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市固定資産税過誤納金補てん金支払要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市固定資産税過誤納金補てん金支払要綱（平成１６年阿賀野市告示第３３号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「年５パーセントの割合」を「係る利息が生じた最初の時点における

民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条に規定する法定利率」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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